
一般質問通告事項一覧表
令和３年 第４回 倶知安町議会定例会

番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

1 佐藤 英俊 児童・生徒の自転車

の安全な利用とヘル

メット着用指導につ

いて

本町では雪が解け始める３月下旬頃から、雪解けを待ちわびた子どもた

ちが元気よく自転車にまたがっている光景が春到来を一層強く感じさせて

くれます。

反面、車両との接触事故などの危険も常にはらんでいる。子どもの安全

を守るのは家庭のみならず、学校・社会全体がしっかりと安全を担保する

ことにあると考え、教育長に本町の小中学校が取り組んでいる自転車の安

全な利用とヘルメット着用について伺う。

1.小中学校においての自転車の安全な利用とヘルメット着用指導の現状。

2.保護者に対して学校からのアナウンスの状況。(定期的、不定期など複数

回の実施なのか、春先などに一回程度なのか)

3.自転車利用時に、万が一の事故に備えた「緊急連絡先カード(血液型・連

絡先・既往症の有無など記載)」の携行指導の実施の有無。

4.小学校入学時にヘルメット購入費用補助の実施を検討されては。

教育長

2 〃 子育てグループの公

共施設の利用につい

て

大人が変われば子どもも変わる。過日ある SNS 投稿から知った言葉です。

健やかな子どもたちの成長を願う気持ちは、保護者のみならずの思いと信

じているが、ともするとお互いに説明・理解が不足し、せっかくの良い活

動が実施できなくなる、その様な事態を無くしたい思いで以下の点を町長

と教育長に伺う。

1.本町の数ある公共施設の中でも、幼児・児童と一緒に保護者が活動でき

る施設には限りがあり、主催者の主旨を良く確認した上で弾力的な対応

が必要と考える。この点を前提に保健福祉会館利用の問い合わせに対し

「団体に貸したことはない」との理由から断られたケースがあり、通常

次頁へ続く

町 長

教育長
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求める者
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(2) (佐藤 英俊)

前頁より

の業務に支障がなく、利用希望するスペースに予定がない場合は、有効

に活用すべきと考えるが見解を伺う。(町長)

2.子育てグルーブが体育館でバザー開催(主催者の主たる目的は、不要にな

った衣類、玩具などを交換の場としての開催)を予定し、最初に相談した

こども未来課には利用は出来ないと断られ、次の係に相談し、結果とし

て特例として使用を認められた。

倶知安町総合体育館管理運営条例の第４条と第６条の２には次の記載が

ある。

第４条

(５)各種行催事等を行う者及び団体

(６)レクリェーション活動等を行う者及び団体

(７)その他教育委員会が適当と認める者

第６条の２

(１)許可なく体育館(敷地を含む。以下同じ。)内で物品の配付、販売及

び募金等の行為を行わないこと。

以上のことから、利用できないとした点と特例として扱った点の根拠を

伺う。(教育長)

3 〃 総合体育館

幼児一般開放日の保

護者使用料金の徴収

について

本町体育館では、毎週水・土曜日の２日間、幼児の使用料金を無料とし、

開放しているところであるが、付き添いの保護者からは 110 円を徴収して

いる。言うまでもなく、幼児の単独行動は不可能であり、当然保護者が同

行する。そうしたケースでの 110 円徴収に著しく違和感を覚える。

２日間とも幼児・保護者ともに無料が本町財政に与える影響が大きいよ

うであれば、せめて隔週でいずれかの曜日を交互に無料にすることは出来

ないものか、見解を伺う。

教育長
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4 佐藤 英俊 ひらふ第一駐車場再

整備のプランＢ

本町は現在、ひらふ第一駐車場再整備に向け検討会の場で議論を重ねて

いる。本年度内には一定の方向性も示される進行となっており、所管委員

会にも状況が逐一報告されているところである。

ひらふスキー場は今シーズン 60 周年を迎え、申すまでもなくニセコ山系

を代表するスキー場となっているが、その創成期から数多くの変遷を経て

今日に至っている。

現在、検討会から示されている主な内容は、整備費用の民間導入という

方式が有力であり、今後、避けては通れない本町の大型投資、財政出動か

らしても最善と考える。

しかし、現状の整備費用から考えると、民間事業者が投資した費用をそ

の事業から得るためには、極めてハードルが高いと言わざるを得ない。

実質の稼働日数は 100 日間であり、グリーンシーズンの収益は計算上存

在しても、到底当てにできる性質のものではない。

また、現在ロードヒーティングになっているが、冬期間の坂道が危険な

こと、歩行者の往来は年々増している点など、スキー場を日帰り利用者に

は利便は良いが、現在の場所に駐車場が必ず準備されなければならないと

いうものではない。

真に民間のノウハウで現在の第一駐車場を活性化し、有効に活用するの

であれば、町有地である土地の売却を行い、その原資でサン・スポに公共

駐車場整備、複合施設(総合インフォメーション・臨時交番・郵便局機能・

ATM など)の建設を行い、サン・スポ向かいの宿泊施設への右折車両対策と

して、サン・スポ側に走行車線を新設し、現在の車線は右折専用にする。

また、道路横断の歩行者対策として、歩行者用アンダーパスを設け、安

全を確保し車両交通を円滑にする。

売却額から考えると、一定額の原資は残ることから、町営プール建設原

資として、複合施設プールとして建設、短水路の他、50m 水路３コース程度

の併設で、冬期間のアフタースキーとしての利用、さらには夏期間の合宿

誘致にも繋がりが期待でき、リゾートの通年化を目指せる。

以上の点を踏まえ、今後、プラン Bを検討する考えはあるか伺う。

町 長
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5 佐藤 英俊 観光産業にテーマを

設ける

健康は万人の願いですが、健康を維持することは容易ではない。

本町は来年度にスキーの町宣言 50 周年の節目の年を迎える。この節目の

年を機に観光産業のテーマに「健康」をキーワードとしてはいかがか。

幸いにして、スノースポーツ(レジャー)としての本町の立ち位置は、世

界が認めている。スノースポーツ(レジャー)には単に面白い、楽しいに留

まらず、健康に大きな効果があるという側面が存在している。

また、近年のグリーンシーズンにおいてはロードバイク(自転車)のレー

スをはじめ、手軽なサイクリングなど、参加人数は増加傾向にあり、人気

の一途を辿っている。この２つを柱に本町をアナウンス、露出展開するこ

とで観光客の来町動機に貢献し、なによりも関心の高い健康というテーマ

に沿ったアピールが可能になる。

観光商工課と観光協会、さらには本町スキー連盟と認識の共有を図り、

テーマ研究・調査をコンサルに頼ることなく、協会会員や連盟の担当者の

力と知恵を思う存分発揮できる、予算の計上を検討する考えはあるか伺う。

町 長

6 小川 不朽 「倶知安駅周辺まち

づくり提案書」に基

づく町の取り組みに

ついて

倶知安商工会議所は 11月 29 日、「倶知安駅周辺まちづくり提案書」を町

に提出したとの新聞報道（11 月 30 日）があった。

提案書の内容は、商業施設と子育て支援施設を新たに設けて駅前の活性

化を目指す内容で、絵本館をホクレン倶知安支所の建物に整備する等とし

ている。

こうした整備事業に対して、町はいつからどのように連携し進めていこ

うとしているのか。事業の具体について伺う。

町 長

7 〃 羊蹄山ろく発達支援

センター移転の適地

は保健福祉会館

羊蹄山ろく発達支援センターは、発達の遅れや障害を有する児童に対し、

日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等の児童発

達支援を行う施設として設置されており、羊蹄山麓７カ町村の発達支援が

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
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(7) (小川 不朽)

前頁より

必要な幼児・児童等が利用している。

築 52 年の羊蹄山ろく発達支援センター施設には、狭隘の施設と老朽化の

改善を求める声がこれまで幾度もあがり、町長は現在、具体的な検討を進

めていきたいとしている。

こうした状況において、保健福祉会館内の空きスペースの跡活用をも照

らして考えたとき、羊蹄山ろく発達支援センター施設を保健福祉会館内に

移転することが適地であり最善策と考えるが、まずは具体的な検討の進捗

状況を伺う。

8 〃 北海道新幹線並行在

来線対策協議会 第

１０回後志ブロック

会議の開催結果に基

づいて

今定例議会において、北海道新幹線並行在来線対策協議会第 10回後志ブ
ロック会議の開催結果に基づき、現在、沿線の各市町では資料に基づき住

民の方々と地域交通のあり方について意見交換を実施しているとの行政報

告があった。

倶知安町においては町長の「まちトーク」を含め計 10カ所の会場で「北
海道新幹線に向けた地域交通のあり方に関する意見交換会」を開催した。

ちなみに私もその機会を得て５カ所の会場に出向き、参加した住民や町長

の意見交換に聞き入った。

さて、対策協議会第 10回後志ブロック会議では、「今日の資料をもって、
まずは議会、地域住民に御説明いただいて、次回、協議会の中でご報告い

ただき、できれば方向性を確認できればと思っています。」としている。

今後の議会への対応、町長の考えと方向性について伺う。

町 長

9 笠原 啓仁 『本町と核のごみ』

「受け入れ」も「持

ち込み」もありませ

んね

本定例議会初日、議会は「倶知安町に放射性物質等をもちこませない条

例」の制定を求める陳情を不採択としました。本町に「核のごみ」が持ち

込まれる可能性や危険性はなく、条例は必要ないと判断したためです。

町長にも条例の提案権があります。今後、陳情者らの思いや期待が町長

に向けられるかもしれません。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(9) (笠原 啓仁)
前頁より

「条例は必要ありません。なぜなら、本町では核のごみの『受け入れ』も

『持ち込み』もあり得ないからです。だから皆さん、どうか安心してくだ

さい。」

これまでの町長の言動を考えると、これが「核のごみ」に不安を抱く町

民への町長からのメッセージになると私は思います。

改めて「核のごみ」と条例に対する町長の考えをお示しください。

10 〃 『くっちゃん子条例』

策定作業は「こども

未来課」で

「くっちゃん子条例」の原案を総合政策課が作っているとのことです

（12月２日・総務常任委員会での説明）。

今年４月に新設されたこども未来課が条例制定に関わるすべての作業を

一手に引き受けていると思っていましたが、私の認識違いでした。

私は以下の理由から、総合政策課での作業をこども未来課に移すべきと

考えます。

町長の見解をお聞かせください。

1．条例策定作業の効率化

総合政策課の説明では、条例の策定作業は遅れ気味とのことです。町長

の任期はあと一年です。このままでは町長任期中での目玉公約の実現が危

ぶまれます。策定作業の場をこども未来課に一本化し作業の効率化を図り、

条例提案を急ぐべきです。

2．「作る課」と「遂行する課」の一致

条例が成立した場合、それに基づく諸施策遂行の実務はすべてこども未

来課が担うことになります。総合政策課は条例を作るだけです。施行後の

実務にはほとんど関わりません（宿泊税がその例）。

施行後の諸施策を円滑に遂行するためにも、条例を「作る課」と「遂行

する課」を一致させるべきです。

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

11 笠原 啓仁 『こども園での土曜

保育』完全実施まで

あと一歩です

来年４月から藤幼稚園（こども園）が「土曜保育」を実施するとのこと

です（11 月 22 日の厚生文教常任委員会での説明）。

「土曜保育」の完全実施まであと一歩です。残るはめぐみ幼稚園（こど

も園）だけです。引き続き頑張りましょう。

来年度からの「土曜保育」の見通しについてご説明ください。

町 長

12 〃 『町の図書室』

「福祉的配慮」が必

要です

役場新庁舎が「北海道福祉のまちづくり賞」を受賞したと行政報告にあ

りました。「福祉的配慮に優れた公共的施設などの整備」が受賞理由のよう

です。喜ばしいことです。

「素晴らしい賞を頂けたことを光栄に思うと同時に、身の引き締まる思

いでございました。」表彰式出席の感想を町長は行政報告でそう述べていま

す。

公民館の図書室に目を転じてみましょう。「福祉的配慮に優れた公共的施

設」でしょうか。「福祉的配慮のかけらもない公共的施設」にしか私には見

えません。

つい先日、80 代の女性から「３階の図書室、なんとかして欲しい」と私

に電話がありました。「何度も議会で言ってるんですけどね」。私はそう答

えるしかありませんでした。

町長、「身の引き締まる思い」があるのでしたら、３階の図書室を何とか

してください。「福祉的配慮」を必要とする町民の声を代弁して、そのこと

を強く訴えます。いかがですか。

町 長

13 〃 『国政選挙の投票率』

１８、１９歳は上がっ

ていますか

投票年齢が 18 歳に引き下げられて５年が経ちました。先日の衆院選を含

め、これまでに３回の国政選挙が行われました。

そこで、以下の点についてご説明ください。

1．過去３回の国政選挙における 18、19 歳の投票率（本町分）

2．１に対する選挙管理委員長の見解

3．若年層の投票率上昇に向けた今後の取り組み

選挙管理

委 員 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

14 笠原 啓仁 『小学校での教科担

任制』

本町での導入予定は

北海道教育委員会は、今年行われた全国学力・学習状況調査（全国学力

テスト）の結果で、道内の公立校の平均正答率が全国平均を下回ったこと

を受け、「小学校高学年の教科担任制も積極的に活用し、苦手分野の克服や

全体の底上げにつなげたい」としています。（９月１日・道新）

また、同委員会の倉本博史教育長は、先日の道議会で「地域や学校の実

情に応じ、教科担任制の円滑な推進に向けて取り組んでいきたい」と述べ

ています。（12 月４日・道新）

そこで、以下の点についてご説明ください。

1．「教科担任制」の概要

2．本町での導入予定

教育長

15 原田 芳男 JR並行在来線につ
いて

1.JR 並行在来線の存続についての町民説明会について

2.並行在来線を存続すると地域発展の起爆剤になるのでは

3.地域住民の生活への影響が懸念される

4.その他新幹線、並行在来線に関わる諸問題について

町 長

16 〃 住民が望む町営プー

ルをめざして

1.住民が望むプールとは

関係団体との意見交換会の結果は（町長・教育長）

2.学校の水泳授業について

倶知安小学校のプールの修復について（教育長）

3.その他プールに関する方向性は（町長・教育長）

町 長

教育長

17 〃 新型コロナウイルス

対策について

1．新型コロナウイルスの新たな変異株「オミクロン株」の感染が国内で確

認されたことを受け、岸田首相は３回目ワクチン接種の前倒しを表明し

ました。町の取り組みはどのように取り進めるのか明らかにしていただ

きたい。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(17) (原田 芳男)
前頁より

2.給付金について

親の年収 960 万円未満の 18 歳以下の子供１人あたり年内に現金５万円

と来年春までにクーポンで５万円支給するとしているが、12 月７日の記者

会見で松野官房長官は地方自治体の判断で全額現金給付もよいと発言し

た。

東京都や群馬県の太田市、大阪市などは現金給付を表明している。倶知

安町の取り扱いはどのように進めるのか明らかにすべき。

また、その他の支援策の国や道、町の支援策はどのように進められるの

かを明らかにしていただきたい。

18 坂井 美穂 冬に安心して暮らせ

る街へ

本格的な冬が到来し、町では今シーズンの除雪体制が整い、各家庭でも

冬への準備、雪対策もとられている。

道路除雪は通行に支障のない体制がとられているが、その一方で除雪に

より各敷地前に残されてしまう雪処理に対して町民はご苦労されている。

雪に対しては町と町民が一緒に対処していかなければならない問題であ

るが、この間口除雪の件を含め以下を問う。

1.冬期間の除排雪等の情報は町民に分かりやすいものになっているか。

2.どのように間口除雪の問題を検討されているのか。その問題点。

3.高齢者の間口除雪にはどのように対応しているか。

4.除雪は課を超えての連携の体制がとられているのか。

5.これまで間口除雪補助に対する検討はされたことがあるか。

町 長

19 〃 新たな町の花の検討 現在、町の花、キバナシャクナゲ、町の木、イタヤカエデは倶知安町開

基 100 年のときに制定されたもの。このキバナシャクナゲはツツジ科の低

木で高山植物。花言葉は「危険」「近寄りがたい」など。制定から 30 年経

ち、現在は「倶知安町景観計画・緑の基本計画」が策定段階のなか、この機

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(19) (坂井 美穂)

前頁より

会に町民に親しまれ、この町を思い出してもらえるような町のシンボルと

なる新たな花の検討ができないか。

今後の緑の基本計画を含め以下を問う。

1.現在のキバナシャクナゲが制定された理由。

2.緑の基本計画で町が力をいれていきたいこと。

3.緑の基本計画で町民ができること。

20 〃 集いの場、拠点の創

出へ

1.現在、町民のフレイル予防や子どもの居場所づくりとしてどのような取

り組みの検討がされているか。

2.フレイル予防は高齢者のみでなく、若い頃から対策が必要。その観点か

らの集いの場の検討はされているか。

3.保健福祉会館は一定の業務が庁舎に移転したが、社会福祉協議会が使用

するほか健診等で使われている。福祉の拠点としての整備は検討されて

いないのか。

4.保健福祉会館は福祉避難所であり、防災上の観点からも活用法を考えな

ければならないがどのように検討されているか。

町 長

21 冨田 竜海 ワクチン接種の押し

付けと情報収集・発

信について

新型コロナウイルスワクチン接種に対する町長の明確で簡潔な答弁を求

めます。

今、全国でワクチン接種の実質的な強要や接種に対するあからさまな優

遇、接種しないことに対する嫌がらせ等、ワクチン接種が出来ないなんら

かの事情を抱えた方々の人権問題が取り沙汰されている。

また、逆にワクチンに対する非科学的で過激な批判や反発も多々見られ

ている。誰もが承知の通りワクチンにはメリット・デメリット、体質や健

康状態によっては接種が望ましくない人も大勢いる。

現状、一般的に正しいとされている厚生労働省からの通達においても明

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(21) (冨田 竜海)

前頁より

確に「ワクチン接種を受けることが出来ない人・注意が必要な人」という

タイトルで複数項目書かれている。

それらのメリット・デメリットを踏まえて最終的な判断は個人に託され

ており、それらの判断によっていかなる優遇も冷遇も許されるべきもので

はない。

以下を町長に問う。

1．ワクチン接種の正しい情報として、ワクチンにはメリット・デメリット

があり、それらを踏まえ、個人が判断をし、いかなる職種のいかなる立

場の人であってもワクチンの接種もしくは不接種の強制はもちろん、接

種の有無によるいかなる優遇・冷遇も許されない。この認識は持ってい

るか。

2．ワクチンハラスメントに対する対策をどのように行っているのか。必要

性は。

3.町 HP ワクチン接種情報において、おまけ程度に「感染症予防の効果と副

反応のリスクをご理解いただき、ご本人の同意の下に接種を行います。」

との記載があるが、副反応に関する情報はほとんど書かれていない。こ

れでは情報として不十分ではないか。

4.万が一、重大な後遺症が残った場合や死亡事故に繋がった場合の補償に

対する記載が抜けており不十分ではないか。

5.予防接種法に基づく副反応疑い報告において、本町の場合報告義務を負

うのは誰か。以前の厚生文教常任委員会において、「ワクチン接種会場を

離れた後の副反応の有無は調査していない」とのことだった。

本制度では、「当該副反応疑い報告は、発生した症状と予防接種との因果

関係が必ずしも明らかでない場合であっても、保健衛生上の危害の発生

又は拡大を防止する観点から報告の必要があると判断される場合には、

報告対象となり得ます。」と書かれているように、直接的な因果関係が認

められない発熱等も報告対象となると思われるが、制度の趣旨から考え

ればそもそも調査をするべきでは。もしくは、何らかの副反応が出た場

合個人で判断をせず報告を求めるべきでは。



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

22 冨田 竜海 マスク着用の押し付

けと責任の所在につ

いて

マスク着用の押し付けと責任の所在に対する町長の明確で簡潔な答弁を

求めます。

今、全国でマスク着用に対する実質的な強要や着用しないことに対する

冷遇・嫌がらせ等、マスク絶対主義に対する問題が取り沙汰されている。

誰もが承知の通りマスク着用にはメリット・デメリット、体質や健康状

態によっては着用が望ましくない人も大勢いる。

現状、一般的に正しいとされている WHO や厚生労働省からの通達におい

ても明確に「マスク等の着用が困難な方に対する国民の皆様のご理解をお

願いいたします。」という趣旨で複数項目書かれている。

それらのメリット・デメリットを踏まえて最終的な判断は個人に託され

ており、それらの判断によっていかなる優遇も冷遇も許されるべきもので

はない。

以下を町長に問う。

1.マスク着用の正しい情報として、マスクにはメリット・デメリットがあ

り、それらを踏まえ、個人が判断をし、いかなる職種のいかなる立場の

人であってもマスク着用の強制、もしくは不着用の強制はもちろん、着

用の有無によるいかなる優遇・冷遇も許されない。この認識は持ってい

るか。

2.マスクハラスメントに対する対策をどのように行っているのか。必要性

は。

3.現状職員や児童に対し半ば強制的にマスク着用を求めているが、マスク

シンドロームをはじめとするマスク着用が原因と見られる症状が発症し

た際、万が一重大な後遺症が残った場合や死亡事故に繋がった場合の責

任の所在は。（町長・教育長）

町 長

教育長

23 波方 真如 「町民に届く」情報

発信とは

「倶知安町字山田地区の住居表示に関する公示について、問題が有るの

ではないか」との意見を頂きました。

公示方法について問題は無いにしても、町民に届いているのでしょうか。

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(23) (波方 真如)

前頁より

私は今回の公示の件だけではなく、この町のさまざまなことについても

「町民に届く」このポイントがとても重要であると考えます。

新型コロナウィルス感染症により我々町民は行政の発信する施策や要

請・連絡等が以前に比べ非常に密接なものとなりました。

行政には発信力が問われ、我々町民は情報を受け止めるアンテナが必要

となり双方の努力が必要な時代になりました。

しかし、膨大な情報の中で「届いていなかった」では済まされない問題

があるのも事実です。

「町民に届く」情報発信というのは非常に重要であり、改善できると考え

次の質問を町長に伺います。

1.今回の住居表示に関する公示方法について問題はなかったか。

2.倶知安町のホームページについて（見やすく調べやすいですか・地域の

特色伝わりますか・一番見ているのは誰ですか）

3.我々町民はどこにアンテナを張るべきですか。

24 〃 今後に向けた行政機

構改革について

前回の一般質問で「すぐやる課を新設するべき」を質問させて頂きまし

たが、それも含めて今後に向けた行政機構改革についての考えを伺います。

1.本町における自治体 DX推進計画

2.職員の民間企業への出向

3.人材不足解消に向けた取り組み

4.すぐやる課の新設について

町 長

25 森 禎樹 公民連携の推進と総

合整備計画の策定に

ついて

町は今年６月１日に倶知安商工会議所と『まちづくりの協働・連携に関

する協定書』を締結しました。これは公民連携に向けた第一歩だと捉えま

す。

次頁へ続く

町 長

教育長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(25) (森 禎樹)

前頁より

今後のまちづくりにおいては公民連携が必要です。

また、公民連携を推進していく上では、どのようなまちづくりをするの

かが重要であり、基本的な考え方は『第６次倶知安町総合計画』から読み

取れる。しかし、実際の整備計画は全体像が見えてこない。

町は現在、山田地区の上水道、町営プール、ひらふ第一駐車場などの整

備を検討中で、今後は町営住宅や絵本館の整備も必要になる。

これらすべてを網羅した長期的な総合整備計画、つまりまちづくりのグ

ランドデザインが必要と考える。

いずれにせよ行政の意識改革と覚悟が必要であり、民間の発想とスピー

ド感に対応する柔軟性が求められる。

現状の体制では厳しいと感じるが、それでも公民連携のまちづくりを推

進するのか、今まで通り行政主体で進めていくのか。

以下について町長、教育長の見解を伺う。

1.公民連携に対する考え方

2.今後の進め方

3.なぜ総合整備計画を作成しないのか

4.公民連携を推進する覚悟はあるのか

26 作井 繁樹 今すぐスタートでき

る経済対策

本年の第１回定例会でも「企業・産業を育て、強い経済基盤を築く」と

した町長の公約への提言、経済対策に関し一般質問したが、今回はその第

２弾と受け止めて頂きたい。特に今回は「今すぐスタートできる」、新年度

にも事業化できる即効性のある取り組みを５つ提案、見解を伺う。

1.町長のトップセールス

町内の出先機関、各社支店・営業所、新幹線工事建設事務所などに、「感

次頁へ続く

町 長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(26) (作井 繁樹)

前頁より

染対策には十分留意頂きながら、忘年会は町内の飲食店で…」「帰省の際は、

町内の菓子店でお土産を…」的な営業も、大切な経済対策。

また、町内で行われる建設工事に、地元業者が携わることができるよう、

発注者・落札業者に要請することも町長の大切な仕事の一環。今日からで

も、明日からでも、今すぐできる。見解を。

2.新幹線・リゾート開発関連事業の情報発信

北海道新幹線建設促進倶知安期成会総会にて配布される「倶知安町内に

おける新幹線関連事業の進捗状況」資料、非常に分かりやすく好評である。

同様に、リゾート開発関連事業の進捗にも関心の目が注がれ、これらの

情報は、建設業に携わる方々は当然ながら、あらゆる業種の方々のビジネ

スチャンスにつながる情報でもある。是非とも定期的に新幹線・リゾート

開発関連事業の情報発信を即実行すべき。見解を。

3.まち会社準備室に地域おこし協力隊員

前回の定例会での森議員の一般質問「地域おこし協力隊を観光に限らず、

もっと有効活用できないか」との問いに、「多様な部門で積極的に活用、本

当に必要であれば、どんどん制度を活用すべき」と答弁している。

まち会社準備室への支援も大切な経済対策。その一環として、まち会社

準備室に地域おこし協力隊員を即募集すべき。見解を。

4.創業サポート支援（くっちゃん-biz）

本年第１回定例会でのくっちゃん-biz に関する問いに、「新たに役場と

商工会議所が協働で、令和３年度から８年度までの５か年を実施期間とい

たします。小規模事業者支援法に基づきます経営発達支援計画、この認定

を経済産業省より受けて、そして今後、町内の事業者へのビジネスサポー

トを行っていく予定。」と答弁している。

特に計画では「倶知安創業サポート支援」として、商工会議所にワンス

トップ相談窓口の設置、町内各金融機関の創業相談会も整理されている。

次頁へ続く



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(26) (作井 繁樹)

前頁より

創業サポート支援は、正にくっちゃん-biz。即スタートさせるべき。見解

を。

5.ニセコエリア・クレジットカード

過去に、国土交通省北海道開発局小樽開発建設部が、ほくせんカードと

コラボし、ルート毎のカードを発行、利用額の一定割合を各ルートのソフ

ト事業に還元させるキャッシュカードを発行し、一定程度の成果を収めた。

同様に、域内循環の一環としてカード会社とコラボし、地域住民、この

地域にゆかりのある方々、この地を訪れる・訪れた方々をターゲットにカ

ードを設計し、利用額の一定割合を環境保全や観光振興の財源とするニセ

コエリア・クレジットカードの発行を即交渉すべき。見解を。

27 木村 聖子 町の激変期、行政は

柔軟に対応できるか

インバウンドにより大きく環境が変わった本町にとってこの 20 年間程

は行政運営にあたっては試行錯誤しながらの日々が続けられてきたことと

思います。

また、現在コロナウィルス対応も重なり、ほとんどの部署において新た

な事業、難題に対峙している最中にあり、町長の先見的なリーダーシップ

のもと職員の鋭意創意工夫で激変期を乗り越えることを期待したい。

1.ふるさと納税、クラウドファンディング、ネーミングライツ等の効果的

利用

ふるさと納税は令和３年 11 月で約２億 3,700 万円の寄附額。寄附用途で

高い「子育て支援体制の充実」や「子どもの教育の充実」について、寄附者

に分かりやすく事業展開をすることでさらなる意欲や達成感につなげると

同時に町民に対しては事業計画・スケジュールの透明化に貢献すると考え

るが見解を伺う。

＜絵本館改修やプール改修のほか、ファミサポ導入などに活かせないか＞

次頁へ続く
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番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

(27) (木村 聖子)

前頁より

2.若者世帯と高齢世帯向け住宅の振り分け、域内交通の集約化

今年、南６条教職員住宅が解体された。将来的には南６条団地と一体化

させた土地活用が計画されているが、南６条団地敷地の一部を若者世帯向

け住宅に、高齢者住宅を市街地に近い旧みなみ保育所跡地などにすること

で移動の軽減が図れる。課題の多い域内交通の整理には居住地集約も必要

と考えるが見解を伺う。

3.緑・水・景観保全、適正なインフラ整備

景観条例制定に伴う景観や環境資源保護・インフラ負荷軽減のため、今

まで未整備であったエリアの設定や保全区域設定は大変重要であると捉え

ているが、保全区域に宿泊用途制限することはどのような効果があるか伺

う。

住居用途においてリゾートエリアでありながら 100 坪程度が連続する宅

地開発ではかえって景観形成に影響があるように考えるが見解を伺う。

28 古谷 眞司 保健福祉会館の未来

は、絵本館はどこに

施設老朽化により急がれる絵本館再整備の計画が未だに明確に示され

ず、加えて保健福祉会館の再整備についても空白のままです。今までにさ

まざまな意見等も提案されてきました。

改めて絵本館の整備計画及び保健福祉会館の整備計画をお示し下さい。

町 長

29 〃 教育環境の更なる進

展

中学校における教員加配、また小学校中学校の英語授業など本町の特徴

を活かした取り組みがされています。

また、コミュニティースクールの導入など新たな教育環境の計画がされ

ているところです。

そこで以下の点について伺います。

1.中学校教員加配および英語授業の評価

2.グローバル（多様性を認める）社会実現のため、教育環境の方策

教育長



番号 氏 名 質 問 件 名 質 問 の 要 旨
答 弁 を

求める者
メ モ

30 門田 淳 公共インフラについ

て

1.近年の道路新設改良工事と水道管整備の施工状況と今後の考えは。

2.2030 年に耐用年数を超える配水管は。

3.漏水対策の調査結果や自然災害への対応は。

町 長

31 〃 障がい福祉や子育て

に関する情報発信と

普及啓発の充実を

1.令和３年から５年にかけて計画されている「第６期障がい福祉計画・第

２期障がい児福祉計画」など、障がい福祉に関係する政策・計画・事業

に関する情報を町のホームページなどで情報発信の充実を図りながら、

より具体的に事業を進めるための予算編成や体制づくりを整えるべきで

は。（町長）

2.倶知安町における「障がい者就労施設等からの物品等の調達推進方針」

が定められていると認識しているが現状は。（町長）

3.既存の子育て支援団体への活動の後押しや次のステップへ繋げるための

協議など新年度予算に向けた取り組みは。（町長・教育長）

4.くっちゃん子条例の制定に向けた進捗状況は。（町長）

町 長

教育長

32 田中 義人 新幹線新駅と周辺開

発について

現在、新幹線新駅の駅舎デザインや周辺再開発について、いくつかの協

議会や委員会などで議論がされていると承知している。

しかし、各会議の議論範囲や進捗状況など、我々議員でも把握すること

が難しい。一度整理する意味も含め、以下を町長に伺う。

1.現在活動されている新駅や駅周辺のあり方などに関わる各種協議会、検

討委員会、また都市計画変更に関わる各種検討委員会等の名称と概略、

主催者を伺う。

2.上記各種会議、または既に解散した会議体も含め、駅周辺再開発に関連

して決定した基本計画や実施計画はあるか。無ければ進捗を伺う。

3.駅の西口（旭ケ丘公園側）の計画については、特に在来線の存廃の結果

を踏まえ、柔軟に対応すべき。今後の計画策定のスケジュールを伺う。

4.まちづくり会社による石倉倉庫の活用について、指定管理者制度で運営

次頁へ続く

町 長
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(32) (田中 義人)

前頁より

すると報道された。そこに至るまでの経緯と今後の予定を町長に伺う。

5.駅前通りについて、元々住んでおられた住民の方から転売が進み、国内

外の不在地主が多くなった。だからこそ地権者が投資出来るよう、未来

のまちづくりビジョンを示し、それに即した形であれば投資の優位性を

与えるような誘導政策の策定を急ぐべき。見解を伺う。

6.駅周辺の道路整備も重要な観点の一つ。高規格道路の ICも旭ケ丘公園

付近にできる。国や北海道に対し、道の改良要望や協議などは行ってい

るか。

33 〃 エネルギー政策を取

り入れたまちづくり

計画を

2019 年に G20 観光大臣会合がここ倶知安町で開催され、採択された「北

海道倶知安宣言」では「持続可能な開発目標（いわゆる SDGs）への貢献の

推進」とされていることからも、わが町は積極的に CO2 排出削減などを見

据えたエネルギー政策を推進する事が望まれている。

全道的な背景として、冬期間の電力需給バランスはギリギリの状況。原

発が再稼働しない限り、今後増え続ける電力需要により、一層厳しい状況

に陥るのは火を見るより明らかである。

第６次総合計画にある項目「住みたくなる都市（まち）にする」の重点

施である「豪雪の町でも暮らしやすい克雪の取り組みの充実」に基づき、

新駅周辺再開発や、リゾートエリアの駐車場再開発の計画に、克雪に対す

る施策、具体的には CO2 削減を基本にした熱・電力供給を取り入れるべき

と考える。官民連携でエネルギー供給会社を立ち上げるなどは全国でも多

くの事例もあるが、町長の見解は。

また、国は脱炭素社会推進のメニューを充実させており、環境省をはじ

め、経産省・国交省や総務省でも推進している。これらは町内の公共施設

更新推進の手法の一つに据えるべき。

こだわらないが、個人的には総務省の「分散型エネルギーインフラプロ

ジェクト」は計画策定段階からサポートがある制度で活用すべきと考える

が、町長と教育長の見解は。

次頁へ続く

町 長

教育長
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これまで述べてきた政策を検討する場合、時間的制約もついてくる上に

複数の関係課で横断的に取り組む必要がある。外部からのサポートも上手

く取り入れなければ難しい。

しかし、新しい時代のまちづくりには今がラストチャンスではないか。

見解を伺う。

34 鈴木 保昭 ＪＡ北海道厚生連と

の交渉について

９月に引き続き倶知安厚生病院補助に伴う質問。

昭和 17 年１月に町立病院として開設し、昭和 20 年４月に北農倶知安厚

生病院となり、以来、半世紀余りの間、羊蹄山麓の地域医療の一端を担っ

て参りました。

その後、地域センター病院の指定を受け地域のニーズに応じた医療機能

の充実を図り、建物の増改築、高度医療機器の整備等を行ってきました。

また、人間ドックをはじめとした健康管理活動や健康教育活動にも積極

的に関わり推進してきました。更に、精神医療の充実に努めるべく、平成

23 年８月に「こころの総合支援センター」を開設。

併せて、地域医療連携室の拡充を実施し、訪問看護・在宅医療の推進も

図っております。

234 床うち一般 172 床、精神 60 床、感染２床

内科・消化器科・循環器科・小児科・外科・脳神経外科・皮膚科・産婦人

科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・眼科・精神神経科・麻酔科・リハビリ科の一日

の平均患者数 564 名（平成 30 年度末）、入院患者数 194 名（平成 30 年度

末）の総合病院であります。

以下について伺う。

1.協定書の倶知安町の負担金 22億 7,116 万円に変わりはないのか。

2.国、道の補助金は何処へ行ったのか。補助金と負担金の差し引き勘定。

3.際限のない厚生連の要求との世間の声も聞こえるが、町長はどのように

思っているか。改築費全額負担する協定書の重要性の認識。

次頁へ続く

町 長
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4.お金は出すけど口は出さない、出せない。構成 14 町村の代表としてどの

程度厚生連と交渉したのか。

5.９月定例議会最終日の９月 16 日終了後間もなくの９月 22 日に厚生文教

常任委員会で４億円の増額説明があった。一般質問で触れず、議会軽視

とみる。

6.最終負担金が入札結果によるところでは、あまりに成り行き主義ではな

いか。

35 〃 空の駅 農業と観光 なかなか進まないキーワード

牧草地が滑走路に

空と大地が出会う場所

民間の活力と資金力の活用（参考資料添付）

町 長

36 〃 行政改革 町長の任期も残すところわずか１年、正しくその成果が試されるところ

である。庁舎は新しくなり、職員も見違えるほど元気になり本領が発揮さ

れている。

1.リーダーとはそのしんどさに耐える覚悟が必要で、この３年間を見てい

ると明朗性と積極性に欠けていると思う。行政改革と併せて自分改革。

2.機構改革には作戦が必要。明確な理念のない改革は混乱を招くだけ。新

設のこども未来課の効果は。

3.副町長２人制にして外部の風を取り入れる方法は

4.年功序列から能力主義に変えたら。職員出身の町長はそのラインから外

れる気持ちがわかる人、だからこそ能力のある職員の登用。

以上、行政改革について問う。

町 長
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37 鈴木 保昭 次年度予算の目玉は 町長の任期も残すところわずか１年、正しくその成果が試されるところ

である。

令和４年度予算は組み上げられたところだと思いますが、その目玉は。

編成から落とされた予算、担当する者が町民一人一人の顔を思い浮かべ

ながら予算を提出する。

ただ、財政のことを考えたら一律何パーセントの切り下げもあるでしょ

う。予算と人事は町長自ら職員と向かい合う姿勢が大切だと考えます。

町民に見える予算編成もどうですか。

町 長

38 〃 旭ケ丘再整備 保健保安林 昭和施工

日の光が当たる 快適な遊歩道

プールの駐車場

案内板

森林ボランティア

森林環境譲与税

町 長

39 〃 最近の報道から 定例の記者会見

公式記者発表の場を設ける

議員が役場内のことを新聞を見て初めて分かる

議会での対応

町 長


